
検査の時期

検査済後は両サイドに

ステッカーの貼り忘れにご注意！

検査時期が切れて

いないか

チェックしましょう有効期間

MG                  MARINE（株） 第232-12345号 千葉県市川市

MG                  MARINE（株）

出航前に確認しましょう！

【船舶検査証書・船舶検査手帳の不携帯】

20万円以下の罰金

コピーもダメです！必ず原本を備え付けましょう

【定期検査・中間検査の有効期間切れ】

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

【検査済票のステッカーを貼っていない場合

または脱落した場合】

20万円以下の罰金

定期検査は6年ごと、その間に中間検査を

受けなければならず、従って検査の頻度

は3年ごとです。




